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砂浜管理の枠組 2

砂浜管理の計画

事業の実施

砂浜のモニタリング

Ｐlan

Ｄo

Ｃheck

Ａction砂浜、背後地等の再評価、分類

侵食なし・許容

侵食対策事業の
継続が必要

計画の見直しが
必要

■ Ｐ計画→Ｄ実施→Ｃモニタリング→Ａ再評価といった
PDCAサイクルによる順応的管理を砂浜管理の枠組とする。

砂浜・背後地等の評価、分類



d’

e’

d'c' d'

ａ：極めて侵食が進行しており、かつ、背後地の重要度の高い砂浜
ｂ：侵食が進行しており、かつ、背後地の重要度の高い砂浜
ｃ：一旦侵食が進行したが、海岸保全施設により回復・安定しており、

かつ、背後地の重要度の高い砂浜
（事業後、養浜や「回復・安定」把握のモニタリングを行っている砂浜を含む）

砂浜の分類

地区海岸の分類

c' d'bbd'b bba c' d'c

●●地区海岸
（ランクC）

××地区海岸
（ランクA）

△△地区海岸
（ランクD’E’）

□□地区海岸
（ランクB）

＊＊地区海岸
（ランクC）

＋＋地区海岸
（ランクD’E’）

砂浜・地区海岸の分類 3

ｃ’ ：一定幅で安定しており、背後地の重要度の高い砂浜
ｄ’ ：背後地に資産が少ないため、保全の優先度の低い砂浜
ｅ’ ：広大な幅で安定している砂浜

侵食対策事業を
行っている砂浜

侵食対策事業を
行っていない砂浜

（
防
護
す
べ
き
背
後
地
及
び
砂
浜
の
重
要
度
）

（砂浜侵食の程度）

高
い

低
い

無い 軽い 重い 極めて重い

ａｂｃ
c'

当面目指すべき
砂浜保全としての目標

背後地に資産が少ないため、
保全の優先度が低い

砂浜としての
機能喪失

砂浜が安定

イメージ図のため枠線で表現しているが、明確な閾値があるわけではない

a、b、c
c‘、d’、e’

ランクＡ
b、c

c‘、d’、e’

ランクB
c

c’、d’、e’

ランクC

c’、d’ 、e’
ランクC’

d’ 、e’
ランクD’E’

※ 最も侵食の程度等が大きい砂浜の分類により
地区海岸を分類

e'



当面の目指すべき砂浜、砂浜管理の移行イメージ

数十年に一度の
外力による侵食
→ 災害復旧

兆候モニタリングしていたところ
侵食がみられたため、
侵食対策事業を導入

一定区間の砂浜が回復・安定
・海岸保全施設として指定（本格運用）
・簡易モニタリングへの移行 を検討

一定区間の砂浜が回復・安定
・海岸保全施設として指定（本格運用）
・簡易モニタリングへの移行
・直轄管理から都道府県管理に移行 を検討

砂浜が回復

砂浜が回復・安定
海岸保全施設として指定

一定区間の砂浜が回復・安定
・海岸保全施設として指定
・簡易モニタリングへの移行 を検討

■ 順応的な砂浜管理を実施し、当面の目標として、砂浜cへの移行を目指す
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侵食の
「回復・安定状況」
把握のモニタリング

侵食の「進行・回復状況」
把握のモニタリング

侵食の「兆候」
把握のモニタリング

侵食の「進行・回復状況」
把握のモニタリング

侵食の「兆候」
把握のモニタリング

現
在

当
面
の
目
標

砂浜が回復・安定
海岸保全施設として指定

砂浜が回復・安定
海岸保全施設として指定

d'c' d'c' d'bbd'b bba c' d'c

●●地区海岸
（ランクC）

××地区海岸
（ランクA）

△△地区海岸
（ランクD’E’）

□□地区海岸
（ランクB）

＊＊地区海岸
（ランクC’）

＋＋地区海岸
（ランクD’E’）

d'c' d'c' d'cbd'b cba c' d'c

d'c' d'c' d'ccd'b cbb c' d'c

d'b d'c' d'ccd'c ccb c' d'c

d'c d'c' d'c'cd'c ccc c' d'c

長期的に
安定



砂浜海岸の分類に応じた管理の事例（新潟海岸）

五十嵐浜工区
L=3,910m

有明浜工区
L=3,955m

金衛町工区
L=2,872m

e' e' e' 明治44年

c' a a 昭和52年
・ 五十嵐浜工区
・ 有明浜工区
直轄事業に着手

b

市街化が進展、かつ、
最大で150m砂浜が後退
e' → a

市街化が進展、かつ、
最大で130m砂浜が後退
e' → a

c' c b
平成21年
・ 五十嵐浜工区を
新潟県へ移管c'

砂浜幅が回復
a → b

砂浜幅が回復
b → c

市街化が進展、かつ、
砂浜が後退
e' → b

■ 新潟海岸では、侵食によりランクe’→a・bに移行※したため、直轄侵食対策事業を実施し、
砂浜幅が回復・安定しランクa・b→c’に移行した五十嵐浜工区について、新潟県に移管

※ 明治44年時点では当該海岸背後地は、ほぼ未利用地であったが、昭和52年には市街化が進展

明治44年汀線
昭和52年汀線
平成19年汀線

c' b a 平成17年
・ 五十嵐浜工区
直轄事業を完了

c
侵食対策
を実施中
a → b

砂浜幅が回復
b → c

砂浜幅が安定
c → c’
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（参考）海岸保全施設の維持管理におけるランク分けの考え方 6

海岸保全施設維持管理マニュアル（H30.5) 抜粋
P52（左図）、P86（右図）

■ 海岸保全施設維持管理マニュアルでは、
海岸保全施設の一定区間の中を変状ランク分け（a～d）し、
最も変状が進展している箇所を代表箇所として評価（A～D）している。



■ 各海岸とも養浜と最小限の構造物との組み合わせにより、防護上必要な浜幅の維持を図る。
■ 養浜材には、同じ流砂系である天竜川の河床掘削土を利用する。（当面30年 12万m3/年）

（参考）天竜川流砂系における総合土砂管理計画 概要 7

沿岸漂砂

沿岸漂砂

本格的な砂利採取

（昭和30年代～40年代）

天竜川

浜松篠原海岸

導流堤

消波堤 離岸堤
竜洋海岸

福田漁港

佐久間ダム （昭和31年完成）
秋葉ダム （昭和33年完成）

侵食

太
田
川馬

込
川

堆
砂

浜松五島海岸

侵食
侵食

30,000m3/年 40,000m3/年50,000m3/年

必要浜幅
30m

必要浜幅
30m

必要浜幅
30m

サンドバイパス
80,000m3／年

浅羽海岸

堆積土砂を掘削し、下流に還元

河道を掘削した
土砂を有効活用し、
養浜を実施
（120,000ｍ３／年）

洪水時にゲートを開き、
ダムに流入する土砂を下流に流下


